
見附市告示第５２号 

見附市集会施設建設費等補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

 令和７年３月３１日 

                    見附市長  稲 田  亮  

   見附市集会施設建設費等補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

見附市集会施設建設費等補助金交付要綱（平成１１年見附市告示第３２号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「、見附市補助金等交付規則（昭和３４年見附市規則第５号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか」を削り、「コミュニティ」を「その」に、「基

盤」を「拠点」に、「地域集会施設」を「集会施設」に改め、「の建設若しくは集

会施設建設のための土地の取得又は高齢者が積極的かつ安心してコミュニティ活

動に参加できる集会施設」を削り、「ために」を「ため、見附市集会施設建設費等

補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、見附市補助金等交付規則（昭和

３４年見附市規則第５号）に定めるもののほか、」に改める。 

 第２条第１号中「建物」を「集会施設」に、「建築」を「建設」に改め、同条第

２号中「建物」を「集会施設」に改め、「引き続き」を削り、「及び構造」を「、

構造等」に改め、同条第３号中「建物」を「集会施設」に、「延床面積を」を「延

床面積が１６㎡以上」に、「させて」を「するよう追加して」に改め、同条第４号

中「既存の建物を」を削り、「ために」の次に「既存の建物を」を、「購入」の次

に「し、又は集会施設の敷地として土地を購入」を加え、同条第５号中「主要構造

部分の」を「５０万円以上の経費を要して集会施設及びその附属設備を」に、「補

修」を「補修し、改修し、」に、「改修」を「改装」に改める。 

 第３条中「を建設する」を「の整備を行う」に改める。 

 第４条の見出し中「補助金」を削り、同条中「補助金」の次に「の」を、「事業」

の次に「（以下「補助対象事業」という。）」を加え、「係る経費」を「要する工

事費及び購入経費」に改め、同条第１号中「集会施設の」を削り、「１６m２以上

の」を「増築、」に改め、「５０万円以上の」を削り、同条第２号中「集会施設の

敷地としての土地の購入」を「冷暖房設備の整備（既設の冷暖房設備の更新にあっ



ては、その冷暖房設備が設置後６年を超えている場合に限る。）」に改め、同条第

３号を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、補

助対象としないものとする。 

（１） 既存の建築物の解体及び移転に係る経費（建て替えの場合を除く。） 

（２） 土地の造成及び擁壁に係る経費 

（３） 倉庫、物置、ブロック積み、フェンス、塀、門等の附帯工事に係る経費 

（４） 電気機器等に係る経費（冷暖房設備及び建物附帯設備に係る経費を除 

   く。） 

（５） 建具の張り替え、照明管の交換、家具の購入等に係る経費 

（６） 設計監理費及び各種申請手数料 

（７） 前各号に掲げる経費のほか、市長が不適当と認める経費 

 第５条中「又は」を「、」に、「等他の」を「その他の」に、「もの」を「事業」

に改め、「については、」の次に「この補助金の」を加える。 

 第６条中「額は、」の次に「補助対象経費又は」を加え、「応じ、補助対象経費

又は」を「応じて」に、「で」を「に」に改め、「に同表右欄に掲げる補助率を乗

じて得た額」を削り、「少ない額」の次に「に同表右欄に掲げる補助率を乗じて得

た額」を加え、同条ただし書を削る。 

 第７条各号列記以外の部分中「規則第３条の規定によるほか、」を「補助金の交

付を受けようとする町内会は、見附市集会施設建設費等補助金交付申請書（様式第

１号）に」に改め、「書類」の次に「のうち必要なもの」を加え、同条第１号中「購

入」の次に「に関する」を加え、同条第２号中「付近見取図」の次に「等」を加え、

同条に次の１項を加える。 

２ 複数の町内会が共同して１つの補助対象事業を行う場合、いずれかの町内会が

それらを代表し、又は合同して前項の規定による申請を行うことができる。 

 第８条を削る。 

 第９条各号列記以外の部分中「補助事業」を「事業」に、「規則第７条の規定に

よるほか、」を「見附市集会施設建設費等補助金実績報告書（様式第５号）に」に

改め、「書類」の次に「のうち必要なもの」を加え、同条第４号中「集会施設の」



を「事業の状況が分かる」に、「全景及び内部」を「工事等の前後や工事中の状況

が分かるもの」に改め、同条を第１０条とし、同条の前に次の２条を加える。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請に対し、補助金を交付することを決定した

場合は、見附市集会施設建設費等補助金交付決定通知書（様式第２号）により、

当該申請をした町内会にその旨を通知するものとする。 

（事業の変更等） 

第９条 前条の規定による交付の決定を受けた町内会（以下「補助事業者」という。）

は、事業を変更し、又は中止しようとする場合は、見附市集会施設建設費等補助

金変更交付申請書（様式第３号）により、事前に市長の承認を受けなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による申請に対し、事業の変更等を認める場合は、見附市

集会施設建設費等補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により、補助事業者

に通知するものとする。 

別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

区分 補助対象経費限度額 補助率 

新築、改築、増築及び建物

の購入 

30,000千円100分の20 

土地の購入 5,000千円100分の20 

修繕 2,000千円100分の30（バリアフリ

ー工事に要する経費に

あっては、100分の50） 

冷暖房設備の整備（新築、

改築、増築又は建物の購入

の一環として行う場合は、

それらの区分による。） 

200千円100分の50 

別表の次に次の５様式を加える。 



様式第１号（第７条関係） 
 



様式第２号（第８条関係） 
 



様式第３号（第９条関係） 
 



様式第４号（第９条関係） 
 



様式第５号（第１０条関係） 

 

 

 



附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に交付の決定を受けた見附市集会施設建設費等補助金

については、なお従前の例による。 


